
96  
93  

89  

84  

80  
77  76  76  74  

71  
68  

65  65  65  
63  63  

60  60  
56  

54  
52  51  49  

47  
44  43  42  

40  

33  33  

28  

62  

0

50

100

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ポ
ー
ラ
ン
ド

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

ス
ロ
ベ
ニ
ア

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ア
メ
リ
カ*

韓
国

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ロ
バ
キ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

イ
ギ
リ
ス

チ
ェ
コ

イ
ス
ラ
エ
ル

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
ペ
イ
ン

日
本

イ
タ
リ
ア

チ
リ

ス
イ
ス

エ
ス
ト
ニ
ア

ド
イ
ツ

ト
ル
コ

ベ
ル
ギ
ー

メ
キ
シ
コ

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

O
E
C
D

平
均

出典：OECD「Education at a Glance 2012」

注：このデータには定義上、留学生の入学者が含まれている。

*アメリカのみ、２年制の機関が含まれた値

※OECDは、留学生が進学率に及ぼす影響を明らかにするため、データのある国については、留学生を除外した調整後の値を示している。

日本は留学生の在籍者数は把握しているが、入学者を区分して調査していないため、留学生を除くことができない。

（2010年）

日本の大学進学率は上昇してきたが，OECD各国平均に比べると高いとは言えない。
（1995年 31％ → 2000年 40％ → 2010年 51％）

大学進学率の国際比較

36 

33 
31 

28 
27 26 25 25 25 24 24 

23 23 
21 20 

19 19 18 
17 

15 14 
12 

10 

7 

3 
2 

20 

0

10

20

30

40

ポ
ル
ト
ガ
ル

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ス
イ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ア

デ
ン
マ
ー
ク

ア
メ
リ
カ

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

ス
ロ
バ
キ
ア

ス
ペ
イ
ン

チ
ェ
コ

ハ
ン
ガ
リ
ー

イ
ギ
リ
ス

韓
国

ト
ル
コ

ド
イ
ツ

ポ
ー
ラ
ン
ド

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

オ
ラ
ン
ダ

メ
キ
シ
コ

ベ
ル
ギ
ー

日
本

平
均

諸外国は25歳以上の入学者の割合が平均約２割に達し、社会人学生も相当数含まれる一方、日本の社会人学生
比率は約２％であり、大きな差があると推定される。

出典：OECD Stat Extracts  (2010）。ただし、日本の数値については、「学校基本調査」及び文部科学省調べによる社会人入学生数

25歳以上の学士課程への入学者の割合（国際比較）
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各国の学生に占める留学生の内訳

28

大学型高等教育（主に学士課程・修士課程）

学士・修士課程において留学生が占める割合は、OECD平均は７．８％であるのに対して、日本は２．９％にとどまる。
博士課程については，OECD平均は21.1％であるのに対して，日本は17.3％。イギリスの41.7％，アメリカの27.8％等に比
較して少ない。

上級研究学位（主に博士課程）

（対象となる学校種は，国によって高等教育制度が異なるが，通常，大学の博士課程）OECD, 「Education at a Glance 2012」
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（2010年）

％

OECD平均，２１．１％

（出典）日本：科学技術研究調査、アメリカ：NSF,SESTAT、その他の国：OECD 
Science,Technology and R&D Statisticsのデータ より作成

※アメリカは2008年のデータ
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自然科学系の博士号取得者数の推移 企業の研究者に占める博士号取得者の割合（2009年）

（出典）文部科学省「教育指標の国際比較」より作成

（出典）NSF「Science and Engineering Indicators 2012」より作成

（出典）文部科学省「教育指標の国際比較」より作成

人口100万人あたり修士号取得者数（2008年） 人口100万人あたり博士号取得者数（2008年）

修士号・博士号取得者数の国際比較

知識基盤社会で世界的に人材需要が高度化する中、我が国では博士・修士が諸外国と比べて少ない
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（６）大学教育への社会の評価等

新聞社の世論調査では、日本の大学が、世界に通用する人材や企業、社会が求める人材を育てているかとの質問に

６割を越える国民が否定的な回答

○ 世界に通用する人材を育てることができていると思うか ○ 企業や社会が求める人材を育てることができていると思うか

26%

63%

11%

できている できていない その他・無回答

25%

64%

11%

出典：朝日新聞社「教育」をテーマにした「全国世論調査」 （2011.1.1【18面】）

大学教育への評価（世論調査）
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人材育成面での企業の期待と大学・大学院の取組について (1)
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実践重視の実務に役立つ教育を行う

専門知識を学ぶ目的を理解させるプログラムを行う

職業観醸成につながるプログラムを行う
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％
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専門分野の知識をしっかり身に付けさせる

教養教育を通じて学生の知識の世界を広げる

専門に関連する他領域の基礎知識も身に付けさせる

知識や情報を集めて自らの考えを導く訓練をする
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理論に加えて，実社会とのつながりを意識した教育を

行う

実践重視の実務に役立つ教育を行う

その他

％

企業の大学・大学院（文系）への期待 大学・大学院（文系）が教育面で特に注力している点

事務系人材を採用する立場から、大学・大学院（文系学部、学科、専攻）に

対して人材育成の点で何を期待するか、684社に質問（三つまで選択）。

684社に占める割合

学部生と、修士課程修了後に博士課程に進学せず就職する院生への教育

にあたり、特に注力している点について、三つまで選択。

全国20大学のうち、回答のあった16大学の文系48学部と49研究科の合計

に占める割合

【平成１６年日本経団連「企業の求める人材像についてのアンケート結果」より作成】

相違が大きい点

経済団体の調査によれば、企業の学士課程教育に対するニーズと大学が教育面で特に注力している点とでは、特に
「チームで特定の課題に取り組む経験をさせる」、「理論に加えて、実社会とのつながりを意識した教育を行う」など
においてギャップがある。

人材育成面での企業の期待と大学・大学院の取組について (2)
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実践重視の実務に役立つ教育を行う

その他

％

企業の大学・大学院（理系）への期待 大学・大学院（理系）が教育面で特に注力している点

技術系人材を採用する立場から、大学・大学院（理系学部、学科、専攻）に

対して人材育成の点で何を期待するか、520社に質問（三つまで選択）。

520社に占める割合

学部生と、修士課程修了後に博士課程に進学せず就職する院生への教育にあ

たり、特に注力している点について、三つまで選択。

全国20大学のうち、回答のあった16大学の理系39学部と37研究科の合計に占

める割合

【平成１６年日本経団連「企業の求める人材像についてのアンケート結果」より作成】

相違が大きい点
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学生の5～6割が「論理的に文章を書く力」、「人にわかりやすく話す力」、「外国語の力」についての大学の授業の有効性

を否定的に捉えている。

出典：東京大学 大学経営・政策研究センター（CRUMP）「全国大学生調査」（2007）

○ 大学の授業は、どのくらい役立っていると思いますか。また自分の実力はどの程度あると思いますか。

大学教育の成果に関する学生の自己認識

２．求められる知識・技能の高度化に対応した
進路選択・学修機会の充実
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単位認定

大学の学生

大学以外の教育施設の学生

大学以外の教育施設の学生

大学以外の教育施設の学生

※大学以外の教育施設における学修の単位認定（大学設置基準29条、告示）

※既修得単位の認定（大学設置基準30条、告示）

※大学への編入学（学校教育法）

※大学評価・学位授与機構による学位授与（学校教育法）

※防衛大学校、気象大学校、水産大学校等

単位認定・編入学と課程認定

教育機関相互の接続

多様な学修機会

学修成果の社会的評価

編入学

課程認定

平成３年大学
審議会答申

（大学評価・学位授与機構による）

単位認定と編入学

大学以外の学修に対する単位認定 編入学

多様な学修機会の確保（他の教育施設における学修等を大学の
単位として評価）

他の学校種の途中年次への接続を可能にする

告示事項

（平成３年文部省告示）

法律事項

（学校教育法）

・大学以外の教育施設における学修の認定

・大学入学前の既修得単位の認定 ・大学入学前の既修得単位の認定

・途中年次への入学

短大（専攻科含む）における学修

高専（専攻科含む）における学修

短大卒業

高専卒業

専門学校（修業年限２年以上）における学修 専門学校（修業年限２年以上＋授業時間1700時間）修了

法律に定める講習（教員免許認定講習、社会教育主事講習な
ど）

文部科学大臣認定技能審査（英検、漢検等）に係る学修

ＴＯＥＦＬ，ＴＯＥＩＣに係る学修

意義

効果

法令

対象

大学以外での一定の学修については、個別に大学の授業科目とみなすこ
とができるが、修業年限の短縮につながるものではない。（最大で６０単位
までしか認められない。）

一定の組織的・体系的な学修全体が単位認定の対象となる場合、修
業年限の短縮が可能（＝３年次等への編入学が可能）
（編入学の場合、６０単位を超えて認定することも可能）
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学修の種類 創設年度 根拠規定

①自大学以
外の教育施
設における学
修

他の大学において修得した単位 Ｓ４７年 大学設置基準第２８条１項、２項

短期大学において修得した単位 Ｓ５７年 大学設置基準第２８条１項、２項

短期大学専攻科における学修 Ｈ３年 大学設置基準第２９条１項

高等専門学校専攻科における学修 Ｈ３年 大学設置基準第２９条１項

大学専攻科における学修 Ｈ３年 平成３年告示１号

高等専門学校における学修で、大学が大学教育相
当水準と認めたもの

Ｈ３年 平成３年告示２号

専門学校（修業年限２年以上）における学修で、大学
が大学教育相当水準と認めたもの

Ｈ３年 平成３年告示３号

②大学におい
て法律に基づ
いて行われる
講習

教職免許法上の認定講習で、大学が大学教育相当
水準と認めたもの

Ｈ３年 平成３年告示４号

社会教育法上の社会教育主事講習で、大学が大学
教育相当水準と認めたもの

Ｈ３年 平成３年告示５号

図書館法上の司書講習で、大学が大学教育相当水
準と認めたもの

Ｈ３年 平成３年告示６号

学校図書館法上の司書教諭講習で、大学が大学教
育相当水準と認めたもの

Ｈ３年 平成３年告示７号

③資格試験
等に係る学修

認定技能審査に係る学修で、大学が大学教育相当
水準と認めたもの

Ｈ３年 平成３年告示８号

ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬ又はこれらと同等以上の社会的評
価を有するものにおける成果に係る学修で、大学が
大学教育相当水準と認めたもの

Ｈ１１年 平成３年告示９号

※

当
該
学
修
の
全
て
に
つ
い
て
単
位
認
定
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
各
大

学
が
「大
学
教
育
相
当
水
準
と
認
め
た
も
の
」の
み
を
単
位
認
定
す
る
仕
組
み

単位認定の対象として認められている学修

編入学制度について

編入学制度創設時
期

根拠規定 学校に関する要件 学生に関する要件

短期大学

（Ｓ２５年創設）

同左 学校教育法

第１０８条７項

－ 短期大学を卒業していること

高等専門学校

（Ｓ３６年創設）

同左 学校教育法

第１２２条

－ 高等専門学校を卒業していること

専門学校

（Ｓ５０年創設）

Ｈ１０年 学校教育法

第１３２条

①修業年限２年以上

②課程の修了に必要な総
授業時数が１７００時間以
上

①左記の要件を満たす専門学校を卒業
していること

②大学入学資格を有する者であること

○編入学とは、一般に種類の異なる学校の途中年次への入学」のことであり、学校教育法で規定されている修
業年限の短縮に当たることから、法律上の根拠が必要である。

○現在、編入学が認められているのは、原則として、下記の３類型のみ。

○なお、短大・高専が制度創設当初から大学への編入学が認められていたのに対し、専門学校については、下記のよう
な経過で編入学が認められている。

平成３年 文部省告示第68号（単位認定の対象となる学修を規定）
専門学校（修業年限２年以上）における学修が、大学における単位認定の対象になる。

平成４年 生涯学習審議会答申
専門学校卒業者に大学編入学資格を認めることについて、今後検討が望まれるとされ、以後、大学審議会にお
いて検討。

平成１０年 学校教育法改正
一定の基準を満たす専門学校（修業年限２年＋授業時間1700時間）について、大学への編入学を認める。
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大学評価・学位授与機構における課程認定の仕組み

○大学以外の教育施設に設置された課程のうち、学士課程・修士課程・博士課程に相当する
水準の教育を行っていると機構が認定した課程の修了者のうち、大学評価・学位授与機構が
行う審査に合格した者に対して学位を授与するもの。

○具体的な審査については、同機構の学位審査会において、各省庁大学校からの申請を受け
て、各課程の教育課程・修了要件・教員組織・施設設備等について、学校教育法や大学設置
基準・大学院設置基準等の関係法令に照らして審査を行うもの。

○認定を受けた課程については、原則として５年ごとに教育の実施状況等についての審査が
行われる。

※課程認定に際しては、下記の資料の提出を求め、審査を行っている。
・教育施設等の概要を記載した書類
・課程の趣旨、沿革等を記載した書類
・教育施設の規則
・教育施設の長及び教員の氏名、経歴の概要等を記載した書類
・講義要目（課程の全授業科目）
・教育施設の長及び教員の個人調書
・設備の概要を記載した書類
・校地等の概要を記載した書類
・校舎その他の建物の概要を記載した書類
・附属病院の概要（医師、歯科医師、看護師等の配置等を含む）を記載した書類

省庁系大学校の概要
※「大学校」については、法令上の規定がなく、その実態も多種多様であるが、ここでは学校教育法以外の法律に基づいて国又は独立行政法人によって設置されている教育施設
のうち大学校の名称を用いている施設を省庁系大学校として整理した。 （※「－」は法改正が必要な事項。）

①
高
等
学
校
卒
業
程
度
対
象

③
各
省
庁
職
員
や
関
係
者
等
対

象

防衛大学校 幹部自衛官の育成 × ― ○

防衛医科大学校 幹部自衛官（医師）の育成 × ― ○

海上保安大学校 海上保安庁の幹部職員等の教育訓練 × ― ○

気象大学校 気象庁の幹部候補生の養成 × ― ○

水産大学校 水産業を担う人材の育成 × ― ○

国立看護大学校 先端医療等で活躍できる看護師、助産師の育成 × ― ○

職業能力開発総合大学校 職業訓練指導員の養成・研修 × ― ○

職業能力開発大学校 ものづくりの実践的能力を持つ技術者の養成 × ― ×

警察大学校 警察職員に対する教育訓練 × × ×

税務大学校 税務職員に対する研修 × × ×

自治大学校 地方公共団体の職員に対する研修 × × ×

消防大学校 消防職員、消防団員に対する教育訓練 × × ×

国土交通大学校 国土交通行政に関わる者に対する研修 × × ×

航空保安大学校 航空管制官等の航空保安職員の養成 × × ×

労働大学校 労働基準監督官等の労働行政職員の研修 × × ×

大学校名 主たる目的 単位認定 編入学 課程認定

（学位授与機構による）

②
短
大

卒
業
程

度
対
象

海技大学校 船舶運航技能等の教授 × ―

航空大学校 エアライン・パイロットの養成 × ―

職業能力開発短期大学校 ものづくりの実践的能力を持つ技術者の養成 × × ―

海技短期大学校 航海士・機関士等の養成 × × ―

（４
年
制
課
程
）

（２
年
制
課
程
）

改
正
予
定
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３．大学の質保証の充実

各大学の学内での取組

我が国の大学の質保証のイメージ図

設
置
申
請

文
科
大
臣
認
可

③ 認証評価（第三者評価）

文科大臣が認証した評価団体

が実施（７年に１回）

自己改善 自己点検・評価

４
年
制
大
学
の

場
合
は
４
年
間

【大学の設置申請から完成年度までの質保証】 【恒常的な質保証】

認可後のフォロー

設置計画の履行をチェ

ック

社会への情報公表

完
成
年
度

H23年から義務化

教育課程，教員数・教員資格，校地・校舎面積などの最低基準を定める（教育研究水準を確保）

大
学
新
設

② 設置認可審査

大学設置・学校法人審議会によ

る審査（ピア・レビュー）

① 大学設置基準

結
果
の
公
表

教育研究活動
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学士課程教育（学部教育）における質の保証と向上

（例）

○学部・学科の教育研究目的の明示を義務化(H20～)

※教育研究目的を定める大学： H18年 59％→H20 93％の大学

○シラバスを公表，成績評価と卒業認定の客観性・厳格性を確保する

よう義務化（H20～）

※シラバスを作成・公表する大学：H20 96％

※GPAにより厳格な成績判定を行う大学：H12年 10％→H20年 45％

○教員の教育面の業績評価が進展

※H16年 28％ → H20年 47％の大学が実施

○７年ごとに全大学が外部評価（認証評価）を実施（H16～）

※H22年度までに，全大学が認証評価を受け，結果を公表

②各大学では，教育の質を保証し，さらに向上させる取組が推進

（例）

○ 情報環境整備による成績評価の厳格化

○ ｅラーニングと対面授業によるブレンディド学習

○ きめ細かい学生サポートの充実

○ 産学協力による専門人材の育成

○ 体系的な教育課程に基づく，大学院教育の実質化

○ 学生の卒業後の自立の観点からの就業力の育成

③国は，各大学の優れた事例を支援

【現状・課題】 【改善方策】○ 学位授与の方針

①中央教育審議会では，各大学に，学士課程教育（学部教育）において，３つの方針の明確化を提言（平成２０年）

・大学は，学位授与の方針を具体化・明確化し，公開

・「学士力」を推進（知識・理解，汎用的技能，態度・志向性等）

・我が国の大学の教育研究の目的は抽象的

・学修成果（アウトカム）の考え方が定着していない

○ 教育課程編成・実施の方針

・順次性のある体系的な教育課程を編成

・学生の学習時間の実態を把握し，単位制度を実質化

・ＧＰＡ等の客観的な評価基準を適用

・学修の系統性・順次性が配慮されていない

・学生の学修時間が短い（本来，１単位は４５時間の学修量）

・成績評価が教員の裁量に依存し，組織的な取組が弱い

○ 入学者受入れの方針

・大学は，入学者受入方針を明確化し，入試方法を見直し

・初年次教育の充実や高大連携を推進

・入試が入口管理として機能していない

・総じて，学生の学習意欲の低下や目的意識が希薄化

新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて ～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～
（平成２４年８月２８日 中央教育審議会答申）

○ 主体的な学修時間の増加・確保を始点とした、学士課程教育の質
的転換のための好循環を作り出すことが必要。

○ 教員中心の授業科目の編成から組織的・体系的な教育課程への
転換が必要。

・グローバル化や情報化の進展、少子高齢化等社会の急激な変化に伴い、地域社会や産業界は、社会の変化に対応する基礎力と将来に活路を見いだす
原動力として有意な人材の育成や学術研究の発展を大学に期待。

・高等教育段階で培うことが求められる「学士力」を備えた人材を育成するためには、主体的な学修を促す学士課程教育の質的転換が必要。
・一方、日本の学生の学修時間が諸外国の学生と比べて短いという現実。

○ 大学の学位授与方針（育成する能力）の下、学長・副学
長・学部長・専門スタッフ等がチームとなって、
・体系的な教育課程（Ｐ）
・教員同士の役割分担と連携による組織的な教育（Ｄ）
・アセスメント・テストや学修行動調査（学修時間等）の活用

による学生の学習成果、教員の教育活動等の評価（Ｃ）
・教育課程や教育方法等の更なる改善（Ａ）

という改革サイクルを確立する。

大 学

大学支援組織 文部科学省等 地域社会・企業等

学士課程教育の質的転換 今後の具体的な改革方策

◇我が国を取り巻く社会環境と高等教育の現状と課題

協 力 ・ 支 援

○ＦＤやＩＲの専門家の養成

○大学情報の積極的発信の促
進

○学修成果の把握の具体的方
策の研究・開発

○大学評価の改善
等

○基盤的経費や補助金等の
配分を通じた改革サイクル確
立の支援

○ＦＤや教育課程の専門家養
成に関する調査研究

○学生に対する経済的支援や
公財政措置の充実

等

○学士課程教育への参画
（インターンシップ、社会体験
活動等）や学生に対する経
済的支援の充実等の連携・
協力

○地域社会の核である大学
との連携や積極的活用

○就職活動の早期化・長期
化の是正

等
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大学の設置認可の在り方について見直し、大学教育の質の向上を図るため、
１１月２０日、文部科学大臣決定により設置。

趣 旨

大学設置認可の見直しの方向性について、２月４日（月）に文部科学大臣へ報告。

検討事項

（１）審査基準の在り方
（２）審査体制の在り方
（３）審査プロセス、スケジュールの在り方

委 員
浦野光人座長（株式会社ニチレイ代表取締役会長） 他全１３名

（大学、経済界、地方自治体、公認会計士、NPO、高等学校長・保護者等）

会 議

１１月から１月までに４回開催
（１１月２１日（水）、１２月６日（木）、２１日（金）、１月２１日（月））

新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて
～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）の概要（１）

「大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会」について

（参考）オリンピック・パラリンピック競技大会におけるメダル獲得状況（夏季、冬季）「大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会」の報告について

１．運用の改善などにより早期の実施が期待される事項

（１）学生確保等に係る審査基準の明確化
（２）審査の充実

①全体構想審査の実施
②自治体からのヒアリング等の実施
③学生確保の見通し等の審査体制の充実
④リスクシナリオの確認

２．速やかな具体化に向けた検討が期待される事項

（１）設置基準等の明確化
（２）学校法人のガバナンスの確保
（３）審査スケジュールの見直し
（４）申請書類の作成方法の明確化
（５）設置に必要な財産確保の徹底

３．大学の質の向上のため、設置認可の見直しと併せて継続
的に改善・充実を図っていくべき事項

（１）認可後の事後チェック機能の強化を含む、大学の質保証のトータルシステムの確立
（２）大学の閉鎖等の場合の学生保護の仕組みなど、退出の制度設計
（３）学生や保護者の立場に立った情報公開の一層の促進
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設置認可の弾力化の現状と課題

開設年度 H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

認可申請数 226 353 340 297 281 202 128 134 113 97 84 73 64 68 64

申
請
に
課
題
が

あ
っ
た
件
数

保留

（最終的には認可）
0 1 2 5 0 4 0 3 1 3 12 7 14 3 14

取下げ 3 3 2 6 4 2 0 6 3 14 4 11 12 13 17

不認可 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 2 1

合計 3 4 4 11 4 10 1 11 4 17 17 18 26 18 32

認可件数 223 350 338 291 277 196 127 126 110 87 78 66 52 53 46

届出件数 - - - - - 276 265 356 243 258 235 223 155 183 139

○ 「事前規制から事後チェックへ」という規制改革の流れを踏まえ，第三者評価としての認証評価制度を導入するととも

に，大学設置基準や審査手続を大幅に見直し。

例：・大学設置等の量的な抑制方針を基本的に撤廃

・審議会内規等の審査基準を廃止し，告示以上の法令に規定（準則主義化）

○ また，学部や学科等を設置する際に，学問分野を大きく変更しないものは事前審査を不要とする届出制度を，平成１６

年度開設分から導入（学問の進展や社会の変化に対応した機動的な組織編成が可能）。

○ これにより，近年，大学の学部・大学院数や収容定員が増加したが，設置認可申請内容に課題のある件数が増加してお

り，「大学らしさ」「大学にふさわしい教育・研究水準」の共通理解に懸念が生じている。

○ そこで，明らかな準備不足の申請への「早期不認可」を導入(H21)。また，長期的かつ安定的に学生の確保を図ることが

できる見通しがあること，及び人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的が，人材の需要等社会の要請を踏まえたもの

であるかを審査の基準として告示上明確化した（H25）。

○ 今後,中央教育審議会におけるこれまでの議論及び平成25年2月にとりまとめられた「大学設置認可の在り方の見直しに関す

る検討会」の報告なども踏まえ，必要な見直しを実施予定。
準則主義の開始

【概要】
・平成１６年度から始まった第三者評価制度により、大学は、文部科学大臣の認証
を受けた機関（認証評価機関）による評価（認証評価）を受けることが義務づけら
れている。

【目的】
・評価結果が公表されることにより、大学等が社会的評価を受ける
・評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る

【内容】
① 大学の教育研究等の総合的な状況の評価（いわゆる機関別認証評価）

大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価
（７年以内ごと）
② 専門職大学院の評価（いわゆる分野別認証評価）

専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価
（５年以内ごと）

・各認証評価機関が定める評価基準に従って実施
・大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択

認証評価制度の概要
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学校の種類 認証評価機関 認証日

大 学

公益財団法人大学基準協会 平成16年8月31日

独立行政法人大学評価・学位授与機構 平成17年1月14日

公益財団法人日本高等教育評価機構 平成21年9月4日

短期大学

一般社団法人短期大学基準協会 平成17年1月14日

公益財団法人大学基準協会 平成19年1月25日

公益財団法人日本高等教育評価機構 平成21年9月4日

高等専門学校 独立行政法人大学評価・学位授与機構 平成17年7月12日

認証評価機関の一覧（機関別認証評価）

分 野 認証評価機関 認証日

法科大学院

公益財団法人日弁連法務研究財団 平成16年8月31日

独立行政法人大学評価・学位授与機構 平成17年1月14日

公益財団法人大学基準協会 平成19年2月16日

経営（経営管理、技術経営、ファイナンス、経営情報） 特定非営利活動法人 ＡＢＥＳＴ２１ 平成19年10月12日

会計 特定非営利活動法人国際会計教育協会 平成19年10月12日

経営（経営管理、会計、技術経営、ファイナンス） 公益財団法人大学基準協会 平成20年4月8日

助産 特定非営利活動法人日本助産評価機構 平成20年4月8日

臨床心理 財団法人日本臨床心理士資格認定協会 平成21年9月4日

教員養成（教職大学院、学校教育） 一般財団法人教員養成評価機構 平成22年3月31日

公共政策 公益財団法人大学基準協会 平成22年3月31日

情報、創造技術、組込技術、原子力 一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE） 平成22年3月31日

ファッション･ビジネス 公益財団法人日本高等教育評価機構 平成22年3月31日

公衆衛生 公益財団法人大学基準協会 平成23年7月4日

知的財産
特定非営利活動法人 ＡＢＥＳＴ２１ 平成23年10月31日

公益財団法人大学基準協会 平成24年3月29日

ビューティビジネス 一般社団法人 ビューティビジネス評価機構 平成24年7月31日

環境・造園 公益社団法人 日本造園学会 平成24年7月31日

※認証評価機関が未整備の分野（４分野）
福祉マネジメント、グローバル・コミュニケーション実践、デジタルコンテンツ、映画プロデュース

認証評価機関の一覧（専門職大学院認証評価）
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